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札幌市議会議案審査委員会記録（第２号） 

令和７年（2025年）12月８日（月曜日） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

●議題 付託案件の審査 

●出席委員 33名（欠は欠席者） 

委 員 長  村  山  拓  司       副 委 員 長  か ん の  太  一 

委   員  三  上  洋  右       委   員  五 十 嵐  徳  美 

委   員  佐 々 木  み つ こ       委   員  飯  島  弘  之 

委   員  北  村  光 一 郎       委   員  小  竹  とも こ 

委   員  川  田  ただひさ       委   員  中  川  賢  一 

委   員  三  神  英  彦       委   員  山  田  洋  聡 

委   員  和  田  勝  也       委   員  小  野  正  美 

委   員  しの だ  江 里 子       委   員  林     清  治 

委   員  たけのうち  有  美       委   員  水  上  美  華 

委   員  篠  原  すみ れ       委   員  定  森     光 

委   員  國  安  政  典       委   員  好  井  七  海 

委   員  小  口  智  久       委   員  わたなべ  泰  行 

委   員  竹  内  孝  代       委   員  池  田  由  美 

委   員  田  中  啓  介       委   員  吉  岡  弘  子 

委   員  佐  藤     綾       委   員  荒  井  勇  雄 

委   員  脇  元  繁  之       委   員  米  倉  み な 子 

    委   員  波  田  大  専 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

      開 会 午後１時 

    ―――――――――――――― 

●村山拓司委員長  ただいまから、議案審査特

別委員会を開会いたします。 

 報告事項は、特にございません。 

 それでは、議事に入ります。 

 議案第26号 札幌市下水道条例の一部を改正す

る条例案を議題とし、これに関する聴聞会を行い

ます。 

 初めに、聴聞会の開催に当たり、市議会を代表

いたしまして、議長よりご挨拶を申し上げます。

●長内直也議長  札幌市議会議長の長内です。

本日、陳述を賜ります皆様におかれましては、ご

多用中のところ、私どもの依頼を快くお引き受け

いただきまして、また、ここにご出席いただきま

したことを、心より御礼を申し上げます。ありが

とうございます。 

 さて、本市の下水道事業でありますけれども、

大正15年、市街地の雨水排除を目的に着手をされ

まして、その後、戦後の人口増加を背景といたし

まして、昭和30年代前半から汚水処理を含めた下

水道拡張整備が進められてきました。 

 その後、昭和47年の札幌冬季オリンピック開催

を契機といたしまして急速に整備が進み、現在、

本市の下水道普及率は99.8％と高い水準にあり、

市民生活を支える重要なライフラインとなってお

ります。 

 今後も、地震や大雨などの災害対策、脱炭素・

循環型社会の実現、あるいは雪対策に至るまで、

下水道事業の果たす役割は、これまで以上に多様
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化していくものと考えております。 

 また一方、施設の老朽化や人口減少などにより

まして、下水道事業を取り巻く環境は厳しさを増

しているところでございます。 

 このたび提出された札幌市下水道条例の一部を

改正する条例案は、下水道使用料金などを改定す

るもので、札幌市議会といたしましても、市民生

活に直結する重要な議案であり、審議に当たって

は、より慎重を期する必要があると考え、皆様の

ご協力をいただき、本日の聴聞会を開催した次第

でございます。 

 ご出席をいただきました参考人の皆様におかれ

ましては、本市の下水道事業について造詣の深い

方々でございます。忌憚のないご意見を賜りまし

て、委員会審査の参考とし、審議の充実を図って

まいりたいと存じます。 

 以上、簡単ではございますが、開会に当たりま

してのご挨拶とさせていただきます。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。あり

がとうございます。 

●村山拓司委員長  なお、議長は都合によりこ

こで退席させていただきます。 

 それでは、参考人の方々からご意見を賜りたい

と存じますが、本日の聴聞会の進め方といたしま

して、最初に参考人の方々からそれぞれお話をい

ただいた後、各委員から質問を受けたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 参考人の方々の発言順序につきましては、各委

員にお示ししております、参考人氏名及び発言順

序表に従いまして、私から指名させていただきま

す。 

 なお、参考人の方々のご発言の際は、着席のま

まで結構でございます。 

 最初に、佐藤参考人、お願いいたします。 

●佐藤 久参考人  ただいまご紹介いただきま

した北海道大学の佐藤久でございます。 

 本日は、札幌市下水道事業の収入の根幹である

使用料に係る条例改正案に対する陳述という、極

めて重要なテーマについて、工学的専門家の立場

から意見を述べる機会をいただきましたので、事

前にいただいた資料を基に、私なりの評価を述べ

させていただきます。 

 まず簡単な自己紹介ですけども、私は長年、下

水処理や水環境保全の研究に携わってまいりまし

た。主な研究内容は、下水からの窒素除去、汚濁

物質を測定するセンサーの開発、昨今、国内で問

題になっております下水管の腐食による陥没、メ

カニズムの解明などの研究を行ってまいりまし

た。 

 また、札幌市営企業調査審議会の委員を平成28

年から令和４年までの６年間務めておりまして、

下水道部会に所属し、当時の札幌市下水道ビジョ

ンの中期経営プラン策定の審議に関わった経緯が

ございます。そのため、札幌市の下水道事業や経

営状況についても、ある程度の知識を持っている

者として、本日、参考人として招致されたものと

理解しているところでございます。 

 それでは本題に入りまして、最初に、事前に送

付いただきました持続可能な下水道サービス提供

のための受益者負担のあり方についての答申と、

この答申を踏まえた下水道条例の改正案について

の意見を述べさせていただきます。 

 今回の条例改正案は、答申で示している札幌市

の下水道事業が直面する厳しい現実と将来世代へ

の責任を踏まえた、極めて有効かつ妥当性の高い

内容であると評価しております。 

 まず、なぜこの使用料改定が今必要なのかと、

その背景を改めて確認させていただきます。 

 札幌市の下水道事業は、長年のコスト削減の努

力によりまして、1997年の改定以来28年間もの

間、政令市の中で下から２番目という安さを最も

長く維持してこられました。これは、経営努力の

たまものですけれども、もはや、これも限界に達

していると思います。 

 答申にあるとおり、汚水処理に係る経費を使用

料収入で賄えているかを示す指標となる経費回収
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率は2022年度から100％を下回り、つまり、いわ

ゆる原価割れの状態に現在ございます。2023年度

には14年ぶりに経営損失が生じ、このままでは

2027年度には資金不足に陥る見通しであるとお聞

きしております。 

 加えて、1972年に開催された札幌冬季オリン

ピックを契機に、下水道施設を急速に整備したた

めに、今後は老朽化した施設が急増しまして、現

在さらに物価が高騰していると、また人口減少に

よって使用料の収入が減るという、これらの三重

苦が下水道事業の財政基盤を脆弱にしておりま

す。 

 下水道は、浸水の防除、生活環境の確保、水質

保全、さらには災害対策や感染症の対策、特に札

幌市では下水サーベイランス事業を積極的に実施

されておりますけれども、このように市民の生活

への貢献度が極めて高い、最重要のライフライン

と言えます。このライフラインの維持に必要な財

源を、将来の借金に頼らずに現在の受益者が負担

するという、独立採算制の原則を確立するために

も、現在ここで改定に踏み切る必要があると考え

ます。 

 次に、使用料体系について意見を述べさせてい

ただきます。 

 今回の条例改正案では、単なる値上げにとどま

らず、使用料体系の見直しが提案されています。

これは持続可能な経営と使用者間の公平性を確保

するためには、合理的な判断であると私は考えま

す。 

 まずは逓増度の引下げです。現在、逓増度は

3.95という数字ですけれども、これは大量使用者

に収入の多くを依存しておりまして、社会経済状

況に左右されやすく、下水道事業の経営を不安定

にしております。国も大多数の使用者が分布す

る、いわゆるボリュームゾーンが汚水処理原価に

近い単価を負担するということを基本としていま

す。札幌市のボリュームゾーンは、一月当たりゼ

ロから20立方メートル、約20トンまでの世帯で、

これらの世帯は全体の87％を占めております。逓

増度を引き下げて、最大単価と最小単価の差を縮

めるということは、経営の安定化と使用者間の負

担の公平性の是正に不可欠であると考えます。こ

の体系の見直しは、老朽化対策などの将来の固定

的な支出に備えるための安定的な収入構造を構築

する上で、正しい方向性であると言えると思いま

す。 

 次に、基本水量制です。 

 基本水量制は、下水道普及率がほぼ100％に達

した現在、公衆衛生向上のための当初の目的を達

成していると言えます。この制度は、節水のイン

センティブが働かないこと、また、基本水量の中

の使用者間の負担の公平性に課題があることが、

国の報告書でも指摘されておりまして、本答申で

廃止とされているのは妥当であると考えます。 

 一方で、基本水量制の廃止は少量使用者の負担

が大きくなりますので、逓増度の引下げとのバラ

ンスを図って、今回は見送りとした市の判断につ

いても、一定の理解はできるところです。 

 次は、目指すべき指標についてです。 

 答申が示す健全経営に必要な指標も、本改定の

重要な要素です。今回の条例改正案では、収支の

均衡のために、従来の資金収支積上げ方式から収

支の均衡を図る損益収支（総括原価）方式へ変更

しています。さらに、答申で示された経費回収率

100％以上の達成を目標としまして、この二つの

指標を達成できるよう、改定率を定めておりま

す。 

 そして、この答申では、改定時期について、純

損失発生と2027年度の資金不足の見通しから、

2026年度中の改定を求めていますが、改正案にお

いても、2026年10月から改定を実施することとし

ておりまして、答申を踏まえた内容を目指してい

ると考えます。 

 また、使用料算定期間を次期下水道ビジョン期

間９年間のうち、2026年度から2029年度の前半４

年間に設定するという判断も、社会経済情勢の変
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動の激しさや、国の示す３から５年程度での検証

が適当という経営戦略の考え方を踏まえておりま

して、現実的でかつ適切であると言えます。 

 最後に札幌市への要望ですけれども、使用料の

改定は市民に負担を強いるものです。札幌市は、

次に述べます点に最大限努力していただければ幸

いです。 

 一つ目は、経営努力の継続と新技術の活用で

す。 

 答申にありますように、さらなる経営の合理

化、ＤＸ、デジタルトランスフォーメーションな

どの新技術の活用によって業務の効率化・コスト

の削減、そして下水道使用料以外の収入確保に一

層努めていただければ幸いです。 

 二つ目は、上下水道の一体的な連携です。 

 国の水道行政の移管に伴い、上下水道の一体的

な連携による効率的・効果的な事業運営を推進し

まして、市民のサービス向上にさらに努めていた

だければ幸いです。 

 三つ目は、丁寧な情報提供です。今回の改定は

28年ぶりとなり、制度も大きく変わります。改定

後の使用料だけでなく、改定の背景、今後の経営

見通し、他都市との比較など、市民が理解し納得

が得られるよう、丁寧かつ透明性の高い周知を徹

底していただければと思います。 

 最後になりますけれども、持続可能な下水道

サービスを提供していくために、使用料収入を確

保していくことは、市民生活と都市活動の未来へ

の投資であると考えます。この改正は、将来世代

に健全な事業を引き継ぐために避けて通ることは

できません。本改正案の趣旨を議会において十分

にご理解・ご審議いただきまして、市民の安全・

安心な生活を守る下水道が今後も長期にわたり維

持されるように願いまして、私からの陳述を終わ

ります。 

 ご静聴、どうもありがとうございました。 

●村山拓司委員長  佐藤参考人、ありがとうご

ざいました。 

 次に、吉田参考人、お願いいたします。 

●吉田賢一参考人  連合北海道札幌地区連合会

の吉田でございます。 

 本年３月、市長から札幌市営企業調査審議会に

対しまして、持続可能な下水道サービス提供のた

めの受益者負担のあり方について諮問が行われま

した。 

 私は、審議会の委員として、また審議会に設置

されております下水道部会の委員として、その議

論に参加させていただき、現状認識と今後の財政

見通し、他都市比較や持続可能な受益者負担の在

り方等について、議論を重ねてまいりました。 

 本日の意見陳述は、審議会において共有、確認

されました下水道事業の現状や課題に基づき、将

来にわたり、市民生活の安全と安心を確保するた

めの下水道使用料改定に関する意見を申し述べる

ものであります。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 まずは、札幌市下水道事業の歩みと現状につい

て、お話ししたいと思います。 

 札幌市の下水道事業は、1926年の浸水対策から

始まり、その後、1950年代の生活環境の改善、

1960年代の公共用水域の水質保全、そして1980年

代の下水道資源の有効利用、その後は設備の維

持・管理を中心に、老朽化する施設等の改修、改

築を進め、さらに近年では下水サーベイランスな

ど、時代の要請に応じた新たな役割も拡大するな

ど、市民生活、経済活動を支える重要なインフラ

として発展してきました。 

 その結果、現在、下水道普及率は99.8％に達し

ており、管路延長は約8,300キロメートル、水再

生プラザが10か所、ポンプ場が16か所、汚泥処理

施設等が４か所など、膨大な施設が24時間365

日、市民の暮らしを支えております。 

 しかし、集中して整備した施設の老朽化が進ん

でおり、10年後には管路、処理施設ともに、半数

以上が築50年を超える見込みです。この老朽化に

対応するための維持管理費用は、近年の物価高騰
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の影響も受け、年々増加の一途をたどっておりま

す。2016年に174億円であった維持管理費は、

2024年には229億円と、８年間で55億円、約31％

も増加しております。 

 一方で、下水道使用料収入は減少傾向にありま

す。1997年の前回改定時では220億円の収入とい

うことでしたが、2024年には190億円と30億円減

少しております。これは節水技術の普及に加え、

特に単価の高い業務用の排水量が大きく減少した

ことが主な要因とされております。人口減少も見

込まれ、今後も収入減は続く見通しです。 

 この支出の増加と収入の減少の二つの要因によ

りまして、札幌市の下水道事業は令和５年度、

2023年度決算では、14年ぶりに経常損失を計上

し、極めて厳しい状況にあります。現行の札幌市

の下水道使用料は、この間の人員削減、民間委

託、施設の延命化などの経営効率化により、1997

年の改定以来、約30年にわたり使用料が据え置か

れてきました。結果、大都市では、大阪市に次い

で下から２番目、道内市では最も低い水準にあ

り、比較的安価な使用料でサービスが提供されて

きました。 

 しかし、今後は経営効率化のみではサービスの

維持は困難な状況です。近年、下水道管の劣化に

よる道路陥没事故など、人命に関わる重大事故も

発生しております。こうした事故を未然に防ぎ、

計画的な改修を進めるためには、脆弱な財政基盤

を強化し、事業の健全性を確保する必要がありま

す。 

 審議会は、このような現状を踏まえ、現行の使

用料算定の仕組みや使用料収入では、下水道サー

ビスの維持・持続は難しく、使用料の改定はやむ

を得ない措置であるとの認識を共有し、ご案内の

とおり、本年８月に持続可能な下水道サービス提

供のための受益者負担のあり方について、答申を

まとめました。 

 答申では、基本的な考え方として、収支の均衡

と経費回収率100％の達成を掲げています。その

上で、改定時期につきましては、2027年に資金不

足に陥ることから、2026年度中に改定が必要であ

ること、算定期間につきましては、３年から５年

という国の目安と、本市の下水道ビジョンの計画

期間、これらを考慮し、４年間とすること。改定

率につきましては、収支の均衡と経費回収率

100％とするため、2023年度決算ベースで23％程

度の平均改定率が必要としました。 

 また、使用料体系につきましては、基本水量制

は廃止が妥当であり、逓増度は少量使用者にとっ

て過度な負担とならないよう、適切なバランスに

配慮しつつ、引き下げるとの内容としました。 

 そのほか、改定に当たり、留意すべき事項とし

て五つの項目を附帯意見として付しました。 

 今回の条例改正案を見ますと、さきの審議会答

申との間に相違点があるため、その点について触

れさせていただきます。 

 審議会の答申においては、持続可能な経営と受

益者負担の公平性という観点から、10立方メート

ル以下は使用の有無にかかわらず定額となる基本

水量制の廃止が妥当であるとしました。しかし、

今回の条例改正案では、現行と同様、基本水量制

を維持することとしております。 

 この基本水量制を廃止した場合、これまで基本

使用料のみを支払っていた10立方メートル以下の

方が、新たに基本使用料と従量使用料の両方を負

担することになり、負担が大きくなることが想定

されます。 

 審議会においても、この少量使用者への配慮の

必要性につきまして議論が交わされました。札幌

市はこうした審議会の議論を改めて精査し、市民

生活への影響を少なくするため、最終的に基本水

量制の維持という判断に至ったものと理解してお

ります。 

 また、使用料の徴収を一元的に行っている水道

料金においては、今後も基本水量制は維持される

ことから、整合性の観点から分かりにくいのでは

ないかという意見を、審議会で私も発言をさせて



 

議案審査特別委員会  

- 8 - 

いただいたところであります。 

 今回の条例改正案は、答申とは異なる部分を含

みつつも、市民生活への配慮と審議会の議論経過

を考慮した結果であり、評価できるものと考えま

す。 

 今回の下水道使用料改定は、将来にわたり安

全・安心なサービスを維持するために不可欠な措

置であると理解しておりますが、市民の皆様に

とっては、たとえ少額の改定であっても、日々の

生活における負担は決して小さなものではありま

せん。 

 現下の物価高の経済状況もあり、慎重を期す必

要があるという認識は、恐らく皆さんと共有する

ものでありまして、札幌市及び下水道当局の皆様

には、市民理解を得るため、より丁寧な説明を求

めるところでございます。 

 また、改定後の収支見通しでは、令和12年度、

2030年度以降に、再び経費回収率は100％を下回

るなど、厳しい状況が続くことが示唆されており

ます。そのため、さらなる業務効率化や事業費の

縮減はもちろんのこと、下水道使用料以外の収入

確保についても、新たな取組を他都市の事例も参

考にしつつ、検討していただきたいと思います。 

 加えて、市民が応分の負担を納得できるよう、

時代に合った市民サービスの向上につきましても

検討を進めていただきたいと考えます。 

 市には、市民サービスの根幹である安全で安

心、快適な下水道インフラの維持と、市民生活を

守るための負担軽減の努力とサービスアップ、そ

の両方を実現されるよう期待をしております。 

 最後に、下水道はふだん市民の皆様の目に触れ

ることのない縁の下の力持ちですが、その役割

は、市民生活に不可欠なライフラインです。今回

の使用料改定によって、安全・安心の下水道サー

ビスという市民の財産が守られ、次の世代へ確実

に引き継がれることを求め、私の発言とさせてい

ただきます。 

 ご清聴いただきありがとうございます。 

●村山拓司委員長  吉田参考人、ありがとうご

ざいました。 

 次に、白崎参考人、お願いいたします。 

●白崎伸隆参考人  北海道大学の白崎と申しま

す。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 このたび、札幌市長より諮問をいただきました

持続可能な下水道サービス提供のための受益者負

担のあり方につきまして、市営企業調査審議会の

委員として、客観的かつ専門的な見地から議論を

重ねてまいりました。 

 本日は、下水道使用料の改定と使用料体系の見

直しが、将来にわたり市民生活の安全と安心を確

保するために必要な措置であることを、審議会で

の検討状況を踏まえながら、意見を述べさせてい

ただきたいと思っております。 

 本題に入る前に、まずは私の専門についてのお

話をさせていただきたいと思います。 

 私は、水道水質評価とリスク低減技術に関する

研究、特に水を介して広がるノロウイルスなどの

病原ウイルスが水道の元となる水の中にどれぐら

いいるのか、あるいは水道をつくる浄水処理にお

いて、どの程度除去することができるのか、さら

には消毒することができるのかと、そういったこ

とを明らかにする研究を行っております。これら

を明らかにするために必要な、例えば、水の中か

らウイルスを回収する方法ですとか、ウイルスを

量る技術、さらにはウイルスを高効率に処理でき

る水処理用の薬剤の開発などにも取り組んでおり

ます。これらを通しまして、ウイルスに関する水

道水質管理の枠組みの構築に向けた研究を行って

いるところでございます。 

 さて、このたびの下水道使用料の改定につきま

して、ご承知のことかと思いますが、まずは下水

道の果たす役割について、改めて述べたいと思っ

ております。 

 下水道は、市民生活にとって欠かせないもので

ありまして、その役割は単に家庭や事業所から排

出される汚水を処理することにとどまりません。
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ふだん目に見えない存在であるがゆえに、その恩

恵はあって当たり前と感じられがちでございます

が、とても重要なインフラでございます。 

 第一に公衆衛生の確保があり、汚水を適正に処

理し、安全な都市環境を維持することで、市民の

健康を守っております。これは感染症対策という

側面からも、近年、その重要性が再認識されてお

ります。私の専門とするウイルスにおきまして

も、下水道は非常に重要な役割を果たしておりま

す。 

 第二に都市の安全性、すなわち浸水防止機能が

あり、近年、気候変動の影響により集中豪雨が頻

発する中で、下水道施設の能力、特に雨水排水能

力の向上は都市の強靭化に直結しております。 

 第三に公共用水域の水質保全があり、河川や海

域の水質を保全し、良好な水環境を次世代に引き

継ぐという責務を担っております。 

 札幌市の下水道は、札幌オリンピックを契機に

集中的に整備されました。その結果、現在では普

及率が99.8％に達しておりますが、集中的に整備

された施設が一斉に更新時期を迎え、老朽化が急

速に進行しております。 

 審議会で示されたデータによれば、10年後には

管路、処理施設ともに半数以上が50年を経過する

状況となっております。これに加え、近年の社会

的要請として施設の強靭化が喫緊の課題となって

おります。 

 具体的には、集中豪雨に対する排水能力の強化

ですとか、大規模地震に備えた施設の耐震化が求

められております。さらに、国全体で推進されて

いる脱炭素化といった新たな環境目標への対応、

下水熱や汚泥の有効活用といった役割も求められ

ております。 

 しかしながら、これらの役割を果たすためには

費用がかかる一方で、財政状況は厳しい状況にあ

ります。電気使用料や労務単価の著しい高騰、節

水意識の高まりや人口減少による使用料収入の継

続的な減少などの結果、下水道事業は令和５年度

に10年ぶりの経常損失を計上し、このままでは令

和９年度には資金不足が生じるとの見解が示され

ました。 

 下水道使用料で汚水処理経費を賄えるのかを示

す指標である経費回収率は、令和４年度から既に

100％を下回る、いわゆる原価割れの状態に陥っ

ており、持続可能なサービス提供の危機に直面し

ていることが確認されたところでございます。 

 今回の改定の議論を進める上で、市民の皆様へ

の新たな負担をお願いする前提として、札幌市が

経営努力を払ってきたのかを検証することが重要

であると考えております。 

 下水道使用料は、前回改定が行われた平成９年

以降、約30年間もの長きにわたり、一度も改定せ

ずに据え置いて事業を継続してきており、この事

実は特筆すべきものだと認識しております。 

 審議会では、その背景にある経営効率化の取組

を確認いたしました。 

 その一つが、人員の削減です。平成９年度時点

で683人だった職員数は、令和５年度時点で459人

まで削減され、約25年間で33％の職員を削減して

おります。これにより人件費は49％削減され、運

営体系のスリム化を実現しております。 

 また、支払利息の抑制も行われました。低金利

政策の社会情勢を背景に、単年度の支払利息は平

成８年度の186億円から令和５年度には22億円へ

と大幅に減少いたしました。さらに、施設の長寿

命化とライフサイクルコストの削減も実施されて

いる状況でございます。 

 管路につきましては、標準耐用年数の約２倍と

なる130年を目標に延命化を図り、処理施設につ

いても点検・調査を徹底することで、標準耐用年

数の約２倍を目標とし、改築費用の抑制に努めて

きております。 

 これらにより、札幌市の下水道使用料が大都市

や道内市と比較しても低い水準を継続してまいり

ました。しかしながら、今後は老朽化施設の急増

への対応や物価高騰の影響が避けられないため、
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現行の使用料収入だけでは、これらの費用を賄い

きれない状況となっております。 

 審議会では、将来にわたるサービスの提供を確

実にするために、使用料算定の考え方を現金支出

に注目した現行の資金ベースから、減価償却費な

どを含む総括原価ベースに変更し、収支の均衡と

経費回収率100％の達成を目指すことが妥当と確

認いたしました。これは世代間の公平性を保ち、

事業の健全性を確立するために、地方公営企業と

して原則とされる考え方でございます。 

 そして、次期下水道ビジョンの策定期間を踏ま

え、令和８年度から令和11年度までの４年間を算

定期間として試算した結果、健全経営を達成する

ために23％程度の改定が必要であるとの結論に

至ったところでございます。 

 今回の使用料改定は単価の引上げにとどまら

ず、将来の経営基盤の安定を見据えた使用料体系

の見直しを伴います。現行の使用料体系は、排出

量が増えるほど単価が高くなる逓増制を採用して

おり、大量使用者に多くを依存する構造になって

おります。しかし、節水技術の向上などによっ

て、単価の高い大量使用者が大きく減少してお

り、これが使用料収入減少の大きな要因となって

おります。 

 20立方メートル以下の排出者が約９割を占める

札幌市において、大量使用者に過度に依存する構

造は経営の不安定化を招きます。そのため、審議

会では、大量使用者に頼らない安定した経営を目

指すため、逓増度を引き下げることが必要との結

論となりました。 

 一方で、逓増度を引き下げると少量使用者の改

定率が高くなるため、少量使用者にとって過度な

負担とならないよう、経営の安定化とのバランス

に配慮した水準に設定することが附帯意見として

盛り込まれております。 

 また審議会では、ゼロから10立方メートルの使

用者には一律で、基本使用料の600円のみをいた

だく基本水量制の妥当性についての検討も行い、

公衆衛生上の当初の目的の達成や節水のインセン

ティブが働かず、負担の公平性にも課題があるこ

とから、基本水量制の廃止が妥当と判断いたしま

した。 

 なお、この基本水量制につきましては、札幌市

において改めて検討を行い、少量使用者への負担

を考慮し、条例改正案では基本水量制を維持する

こととされております。 

 最後になりますが、今回の下水道使用料改定

は、市民の皆様に新たな負担をお願いするもので

あり、審議委員としてその重みを深く認識してい

る次第でございます。しかしながら、必要な維持

管理や更新を怠り、老朽化したインフラを放置す

ることは市民の安全な生活が保たれず、将来的に

サービスの質の低下と、より大規模で緊急性の高

い財政負担を次世代に転嫁させることになりま

す。 

 今回の使用料の改定は、集中豪雨や地震といっ

た危機に強い都市インフラを確保し、脱炭素化な

どの環境目標に対応しつつ、次世代に健全な公的

資産を引き継ぐために必要な措置であると考えま

す。 

 下水道事業の経営基盤の安定化が図られ、札幌

市民の安全で快適な暮らしと良好な環境を守り、

社会活動を支えるライフラインとして、下水道

サービスを提供し続けることを願っているところ

でございます。 

 以上、私の発言とさせていただきます。ご清聴

いただき、どうもありがとうございました。 

●村山拓司委員長  白崎参考人、ありがとうご

ざいました。 

 最後に沢野参考人、お願いいたします。 

●沢野 天参考人  私は北海道生活と健康を守

る会連合会の副会長をしております沢野天と申し

ます。 

 私どもの組織は、生活困窮者、低所得者などを

中心とする地域住民の生活と健康を守る権利の保

障を、国や自治体、大企業に向けて要求し、実現
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することを目的として活動しております。市民の

命と暮らし、中小企業の営業を守るためにご尽力

されている市議会議員の皆さん、また、市の職員

の皆さんに心から敬意を表します。 

 とりわけ、下水道料金につきましては、28年間

値上げせずに、汚水排出量の少ない低所得者の負

担を軽減するための基本水量制を設けてきており

ます。ありがとうございます。 

 今回は、下水道料金の値上げの条例案につい

て、私の意見を陳述させていただく機会をいただ

き、ありがとうございます。 

 物価高騰の中、市民の多くが生活費などを切り

詰めて生活しています。中小企業も経営不振の中

で、何とか事業を継続しております。こうした中

で、今定例市議会に2026年10月から下水道料金を

平均23％値上げする条例の改正案が提案されまし

た。さらに４年後に値上げを検討するとしていま

す。 

 この間の市議会での質疑では、17％の値上げが

さらに必要とお聞きしました。合わせると４割も

の大幅値上げとなります。この値上げ提案は、多

くの市民の皆さんの命と健康、中小企業の経営を

脅かすことになると思います。 

 一方、市民の皆さんは、今回の下水道料金の値

上げ案の内容について知らない方が多く、そもそ

も値上げの動きについてさえ、知らない方が少な

くないと思います。 

 今回の陳述に当たって、私たちの会員や関係団

体の皆さんから、感想や意見をお聞きしました。

知らなかった、とても困るなどの驚きや悲鳴、不

安の声が寄せられました。ぜひ、市民の皆さんの

声を十分聞いていただきたいと思います。 

 私は、下水道は公共性が高く、行政が責任を持

つべきだと思います。今回の下水道料金の値上げ

をする条例の一部改正案に反対する立場で陳述さ

せていただきます。また同時に、低所得者などの

減免制度をぜひつくっていただきたいと思いま

す。 

 下水道料金の改定案は、札幌市の説明料資料に

よりますと、値上げは平均約23％、しかし最低単

価と最小単価の割合である逓増度を3.95から3.35

に縮小したために、全体の51％を占める10立方

メートル以下の汚水排出量の世帯は25％の値上

げ、36％を占める汚水排出量が11から20立方メー

トルの方は30％の値上げになります。世帯別の消

費税込みの負担額は、１人世帯のモデルでは月に

８立方メートルの汚水排出量で660円から825円、

165円の値上げになりますが、12か月で1,980円の

負担増です。２人世帯のモデルは月に15立方メー

トルの汚水排出量で月275円の値上がり、12か月

で3,300円の負担増です。また、４人世帯のモデ

ルは月に23立方メートルの汚水排出量で、12か月

で5,652円の負担増になります。 

 市民の皆さんは、下水道料金は水道料金と合わ

せて２か月分請求されて支払っています。そのた

め、市民の皆さんは、下水道の料金の支払感覚

は、水道料金と合わせた２か月分だと思います。

市の説明資料によりますと、１人世帯のモデルで

は、現在は下水道料金が1,320円で、水道料金が

2,904円、合わせて4,224円、改定されると4,554

円に値上がりします。札幌市の下水道料金は他の

都市と比べて安いと説明していますが、水道料金

については、政令都市で最高額です。そのため、

合わせた負担はとても大きいです。 

 この間、札幌市が物価高騰対策として、水道料

金の基本料金２か月分を減額しました。安くなっ

て助かったという声がたくさん寄せられました。

この間、２人世帯のモデルは２か月で下水道料金

と合わせて7,161円ですが、改定されると7,711円

に値上がり、４人世帯は２か月の下水道料金と合

わせて１万3,138円に値上げになります。 

 市議会議員の皆さんや市の職員の皆さんは、札

幌市民の生活実態や要望について、よくご存じだ

と思いますが、改めてお話しさせていただきたい

と思います。 

 物価高騰が止まりません。特に、食料品などの
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値上げは生活を圧迫しています。また、今年も寒

くなってきましたが、灯油代の値上げ、高止まり

も深刻です。事業所にとっても、材料費の値上げ

もあり、経営はますます深刻になっています。国

民の生活に対する要望は、物価高騰対策が最上位

となっています。 

 生活保護利用者の実態を紹介いたします。70代

のＡさんは、34歳の知的障がいを持つ息子さんと

暮らしています。Ａさんは難病のため、僅かな収

入しか得られず、息子さんはＢ型の作業所に行っ

ていて、その手当と、足りない分は生活保護を利

用しています。特に夏は汗をかくので、毎日シャ

ワーを浴びています。Ａさんは水道代を最低で抑

えるため、週１回に抑えています。冬は汗もかか

ないため、シャワーの回数は減りましたが、その

分、今度は灯油代がかかり、その灯油代のために

食費を削るような生活です。ですから、この下水

道料金の値上げが実施されると、またその分、Ａ

さんの暮らしはますます苦しくなってしまいま

す。 

 また、34歳の男性Ｂさんは、睡眠障がいのため

生活保護を利用しています。夏分の生活保護費は

11万1,870円で、家賃は管理費込みで３万9,000円

ですので、実質１か月７万2,870円の生活です。

かなり強い精神薬を服用していますが、その障が

いのせいもあって、毎日、湯船に浸かりたい思い

に駆られてしまいます。今年３月まで２か月おき

の請求が来る水道料金は6,573円でした。それに

伴いガス代もかかってきました。このままでは食

費を削るしかなくなるため、通所先の支援員から

アドバイスも受けてシャワーに切り替えました。

そしてシャワーを浴びる時間も短縮させるなど、

努力しています。大したことではないと思われる

値上げ額ですが、Ｂさんにとっては死活問題で

す。 

 今年６月27日、最高裁は2013年からの生活保護

費の引下げについて、違法とする判決を出しまし

た。生活保護利用者の多くは、前述したように、

今の基準でも食事の回数を３食から２食に削り、

スーパーが安売りの時間しか買物しない、お風呂

やシャワーも制限する、支出が増えるため、なる

べく人と会わないようにしているなど、生活をし

ています。少なくない方が、どこを削ったらいい

のか教えてほしい、もう削るところがないと話し

ます。そういう人たちの生活を、ぜひイメージし

てほしいと思います。特に冬場の生活を支える冬

季加算もありますが、１人世帯の場合、１か月僅

か１万2,780円です。値上げが続く灯油代を賄う

ことができず、暖房費を節約しています。今月に

入っても暖房をつけない方もいました。 

 札幌市の生活保護世帯は今年９月現在、５万

7,518世帯です。高齢者や障がい者も大変です。

札幌市も約３割を占める高齢者の皆さんと障がい

を持つ皆さんは低年金で生活されている方が多

く、年金額も物価に見合った値上げがなく、実質

マイナスです。特に、札幌市の介護保険第一号被

保険者の所得段階別分布で見ますと非課税世帯の

割合が全国を上回っていて、非課税世帯が

42.4％、世帯は課税でも本人は非課税が20.3％

で、合わせて62.7％です。特に女性の方の年金は

低いです。そのため、年金だけでは生活できず、

高齢になっても生活費のために働く方や生活保護

を利用している方も少なくありません。こうした

下で、冬場は暖房費を節約して生活しています。 

 私たちの関係団体である北海道民主医療機関連

合会は、毎年、低所得者の後期高齢者生活実態調

査を行っていますが、多くの方が暖房を節約する

ために重ね着をして、暖房の設定温度を下げるな

どしています。 

 2018年11月にＷＨＯは、各国に冬は室温18度以

上にすることを強く勧告しています。脳卒中や心

臓病につながるリスクは子どもや大人にもあるそ

うです。調査は、18度未満の方はもちろん、10度

以下で生活している方もいました。こうした凍え

る高齢者の生活をぜひイメージしていただきたい

です。病気のために暖房を節約できない方は、食
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費などの生活を削っています。どちらもまさに命

に関わる問題です。 

 ひとり親世帯についても、紹介します。 

 野球部で活動している二人のお子さんを育てる

お母さん、30代のＣさんは、毎日お子さんが泥だ

らけで帰ってくる。シャワーの回数を減らせない

し、洗濯もユニフォームと普通の洗濯物は一緒に

洗うことができないので、２回は回さなければな

らないと話します。 

 75歳の女性Ｄさんは、シングルマザーだった娘

さんを病気で亡くし、高校１年生と中学生のお孫

さんと３人で暮らしています。収入は年金です。

お子さんも家計を気にして、お風呂のお湯などを

節約して利用しているそうです。物価高騰で生活

が大変で、灯油代も昨年と比べてリッター５円上

がり、お風呂もストーブも燃料が灯油のために大

変と話しています。その上、下水道料金がもし４

割上がるとすれば、年間4,200円の負担増になり

ます。絶対値上げはやめてほしいと切望していま

した。 

 中小企業の実態についても紹介します。 

 札幌市内でそば屋の店主をしているＥさんは77

歳です。息子夫婦と３人で営業しています。上下

水道の負担は重い上、材料費、調味料、燃料代な

ども値上げになり、経営は大変になっています。

やむなくそば付きの定食の料金を10円上げたそう

です。うちは息子夫婦が手伝ってくれるから何と

かやっているが、人を雇うことは全然できませ

ん、下水道料金の値上げは困りますと話します。 

 介護事業所の経営についても少し触れます。 

 経営は大変です。特に、お風呂などを使う特別

養護老人ホームなどの介護保険施設やデイサービ

スなどの上下水道の負担は大変です。市内にある

80床の特別養護老人ホームと、20床のショートス

テイの施設Ｆでは、７月と８月の２か月間で下水

道光熱費は74万3,758円です。うち上下水道料金

は約11万円で、値上げするとさらに２万円増えま

す。年間23万円の負担増になります。この施設で

は、調理などの厨房に関わる下水道料金も別料金

で、さらに負担増になります。事務長さんは話し

ます。介護保険の事業は、支出が増えても料金は

介護報酬で決まっている、独自に値上げすること

はできませんと言います。 

 最後です。これまで市民や事業所の実態を紹介

させていただきました。もともと所得が少ないぎ

りぎりで生活や営業をしている方が少なくありま

せん。その上で、相次ぐ物価高騰です。地方自治

法では、地方自治体は住民の福祉の増進を図るこ

とが基本と規定しています。こうした中で、下水

道料金の減免制度を設けている自治体もありま

す。政令都市でも、仙台市やさいたま市などでも

設けています。 

 一方、全国の一部に下水道を民間委託する動き

もありますが、市民の命と健康に関わる上下水道

は、行政が責任を持つべきだと思います。 

 改めて、市議会議員の皆さん、ぜひ札幌市民の

実態を踏まえて、下水道料金の値上げしないでく

ださい。そして、低所得者に減免制度の創設をお

願いします。 

 私の陳述とします。ありがとうございました。 

●村山拓司委員長  沢野参考人、ありがとうご

ざいました。 

 次に、各委員から参考人に対する質問を行いま

す。 

 なお、特定の参考人に対し質問を行う場合は、

指名してください。また、お答えいただく参考人

の方は、ご起立の上、ご発言をお願いいたしま

す。 

●和田勝也委員  私からは、佐藤参考人に質問

させていただきます。 

 市営企業調査審議会下水道部会の元委員とし

て、また下水道に係る工学的な専門家の立場か

ら、今回の答申をどのように捉えているのか、お

伺いいたします。 

●佐藤 久参考人  今回の答申をどのように捉

えているかというご質問ですけれども、これまで
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長期にわたり使用料を据え置いてきた反面、原価

計算手法や使用料体系など、札幌市の現状が国が

企業会計に求めている内容と相違が生じている部

分もあるというのが現実です。今回の答申で、使

用料改定に伴いまして、国の方針や時代の変化に

合わせて適正なものとなるように提言されてお

り、少量の使用者への配慮が提言されています

し、経営の視点と使用者の視点が盛り込まれた内

容になっていると思っております。そのほかにも

様々な角度から提言されておりまして、札幌市の

下水道事業が今後目指すべき方向性としては望ま

しいものであると考えております。 

●和田勝也委員  ありがとうございます。 

 次に、基本水量制について質問いたします。 

 基本水量制については、少量使用者への配慮の

観点から、今回の廃止は見送り、次回の改定時に

実施するとのことです。 

 先ほどの陳述の中で、一定の理解はできるとの

ことでございましたが、なぜそのように考えてい

るのか、お伺いいたします。 

●佐藤 久参考人  一定の理解はできるという

点ですけれども、基本水量制は札幌市の下水道普

及率や世帯構成の変化を考えると、答申どおり、

廃止することが望ましいとは思います。 

 一方で、逓増度を引き下げると、少量使用者の

負担が大きくなりますために、市民負担を考える

と、急にそこを進めるのではなくて、段階的に進

めていくという市の方針については、一定の理解

ができるという意味で申し上げました。 

 答申は、今回の改定のみならず、下水道事業の

あるべき姿について提言されたものと理解してお

りまして、基本水量制を次回以降に廃止するとい

うことであれば、答申の趣旨を踏まえておりまし

て、特段の問題はないと考えております。 

●篠原すみれ委員  私からは、吉田賢一参考人

に質問いたします。 

 約30年間、使用料改定が行われなかったこと

や、使用料体系について、審議会ではどのように

受け止め、どのような議論がなされたのか伺いま

す。 

●吉田賢一参考人  ありがとうございます。２

点ご質問をいただきました。 

 一つは、30年間改定が行われなかったことにつ

いてと、あとは使用料体系についてということな

んですが、先に使用料体系について、審議会での

議論についてお話しさせていただきます。 

 まず、使用料体系について、審議会では、この

間もお話はいろいろ出ていますが、逓増度と基本

水量制、この二つの課題について議論させていた

だいたということでございます。 

 当初、実は私は今回の改定に際しまして、それ

ぞれ排出量ごとに単価区分がありますけれども、

一律の改定率を掛けるものだというふうに当初は

思っておりましたが、ということは、現行の逓増

度は変えないものと思っていたということなんで

すけれども、ただ、審議会の中の札幌市からのご

説明で、先ほども何人か参考人の方からもお話が

ありましたが、約９割の使用者が20立方メートル

以下、20立方メートルといいますと下から二つの

区分です。そこの使用者がほぼ９割近くとなって

おります。一番最初の区分10立方メートル以下で

いきますと50％超えているということで、これは

前回の改定時は30％程度だったものが、今やもう

過半数を超えるのが少量使用者のところにたまっ

ているといいますか、ボリュームゾーンになって

いると、こんな状況でありまして、そこはまさに

原価割れが激しいと言ったらちょっと語弊があり

ますけども、今、現実の札幌市の原価というのは

１立方メートル100円というふうに聞いておりま

す。ですので、実際の今の10立方メートルは600

円ということですから、相当な原価割れというこ

と、そこのボリュームがどんどんどんどん増えて

いるということ。 

 それから、先ほどもお話ししましたが、大口利

用者の減少が激しいということで、したがって、

この大口使用者に頼り切った、逓増度が高いとい
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うことは、大口利用者が余計負担しているという

ことでありますから、その大口利用者に頼った

形、そしてどんどん小口が増えていくと、こんな

状況を続けていると、極めて経営に不安定な要因

があるということになります。 

 また、国の指針とか他都市のこの間の改定状

況、こういったものを考慮すると、答申では、逓

増度を引き下げていく方向で取りまとめをしたと

いうのが先ほどもお話ししたとおりであります。 

 ただ、改定率を引き下げても、改定率に格差は

あまりないほうがいいというのは、私もそう思い

ましたし、何人かの委員の皆さん方もそういうお

話があったかなというふうに思っております。 

 ですので、答申にも「少量使用者にとって過度

な負担とならないよう適切なバランスに配慮し」

という文言を盛り込んだということでございま

す。 

 また、基本水量制につきましては、私は逓増度

の変更に加えて、下水道と料金徴収を一元化して

おります水道料金、先ほどもちょっとお話しした

のですが、仕組みが異なるということについて、

市民の混乱を招かないかという懸念をこの審議会

の中でも発言させていただいたところでありま

す。 

 結果としまして、今回の条例改正案では、市民

負担額の改定率の差が大きく出ないように逓増度

が引き下げられ、さらに基本水量制については維

持することとなったということでございます。 

 繰り返しになりますが、審議会での議論を市が

改めて検討した結果だと理解しておりまして、市

民生活への配慮を優先したその判断は、全体とし

て納得できるものというふうに考えております。 

 次に、30年間使用料改定が行われなかったこと

についてですが、審議会としては、これまでの経

営努力に一定の理解を示す、こういう意見がござ

いました。1997年の前回改定以来、人員の削減、

支払利息の削減など、先ほどからもご意見をいた

だきましたが、経営効率化に努めてきた結果と認

識しているところでございます。 

 一方で、長期間の据置きは一度に大きな改定と

なる、こんなことも考えられます。そうしたこと

から、答申の附帯意見としまして、今後５年を目

安に、適切な水準であるかの検証を求めたところ

でございます。 

 社会経済情勢の変化が激しい昨今において、安

定した公共サービスを維持するためには、市民負

担と事業経営のバランスを考慮し、計画的に使用

料水準の検証と見直し、これを行うことが必要と

考えております。 

●好井七海委員  私からは、白崎参考人にお伺

いいたします。 

 審議会では、様々な議論をされてきたとは思い

ますけれども、特に市民周知について、審議会で

どのような議論をされてきたのでしょうか。お伺

いいたします。 

●白崎伸隆参考人  市民周知につきまして、審

議会ではどのような議論が行われたかというご質

問に対しまして、お答えさせていただきます。 

 審議会では、札幌市から市民周知に一定期間を

設けることですとか、受益者負担の在り方を検討

する上で、分かりやすさが特に重要な視点である

との説明がございました。 

 それらを念頭に議論を行いまして、審議会委員

から逓増度の引下げや基本水量制の廃止などは、

市民が理解するにはなかなか難しいと思うという

ような意見ですとか、市民は上下水道料金として

支払っておりますので、下水道使用料だけでは分

かりづらいとの意見がありました。 

 なので、これらを踏まえまして、改定内容を説

明する上では工夫が必要であるというようなこと

が示されたところでございます。 

 また、このような意見を踏まえて、答申では、

使用者が理解しやすく、納得が得られるものとな

るよう努めることとの意見を付したところでござ

います。 

●好井七海委員  ありがとうございました。 
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 一方で、審議会で市民負担の軽減がどのように

議論されてきたのか、その辺もお伺いいたしま

す。 

●白崎伸隆参考人  審議会で市民負担の軽減の

議論が行われたかということにつきまして、お答

えさせていただきます。 

 審議会では、市民負担の軽減のため、経営効率

化と下水道使用料以外の収入確保につきまして議

論を行ってまいりました。経営効率化につきまし

ては、人口減少を見据え、将来的な処理場の廃統

合ですとか、ダウンサイジングを計画的に進め、

施設の維持管理、更新に係るコストを削減するこ

とを確認いたしました。特に、ダウンサイジング

は審議会でも関心が高く、様々な意見が出された

ところでございます。 

 また、管路の老朽度調査のＡＩ導入ですとか、

処理場の運転制御設備にＩＣＴ技術を活用して、

最適な運転管理による電力使用量の削減ですと

か、水道局と連携し、上下水道一体での効率的、

効果的な事業運営を目指すことを確認したところ

でございます。 

 また、下水道使用料以外の収入確保につきまし

ては、電力会社との連携によって電力需要が逼迫

した際に、処理場で電力消費量を調整し報酬を得

るデマンドレスポンスへの参加ですとか、光ケー

ブルや下水熱利用の暗渠使用料などの収入確保、

さらには他都市を参考に処理場の壁面広告ですと

か、ネーミングライツなどを検討することを確認

したところでございます。 

 こうした議論を行いまして、答申でも事業費の

縮減ですとか収入増の確保に努め、経営努力を行

うことを附帯意見としたところでございます。 

●佐藤 綾委員  沢野参考人にお聞きしたいと

思います。 

 先ほどの陳述の中で、低所得者への減免措置、

そうしたものをぜひつくってほしいと、創設して

ほしいというお話がございました。仙台市やさい

たま市などでもあるというお話でしたけれども、

札幌市では、災害時などの減額措置はありますけ

れども、こうした低所得者への減免措置というの

はありません。 

 先ほどから値上げに当たっての市民への軽減措

置、そういうことにも参考人の皆さんも言及され

てきましたけれども、特に、低所得で生活が厳し

いというところへの減額措置について、他都市の

状況、生活と健康を守る会連合会は全国組織であ

りますので、ほかにもどういうものがあるかとい

うところをお聞き及びでしたらお伺いしたいと思

います。 

●沢野 天参考人  先ほどご紹介しました、仙

台市、さいたま市でありますけども、100万人都

市になっておりますけれども、生活保護世帯だけ

じゃなくて非課税世帯も対象になっております。

さいたま市に至っては、児童扶養手当の減免とか

含めて広げておりますし、紹介できませんでした

けれど、広島市などでは障がい者世帯、ひとり親

世帯も減免の対象になっております。 

 さいたま市の資料を寄せていただきましたけれ

ど、全世帯の4.2％が減免の対象で、広島市に

至っては7.8％の減免というふうにお聞きしてい

ます。 

 先輩の方からお聞きすると、札幌市も減免制度

を使っていたことがあるというふうにお聞きして

おります。災害級の生活困難が今起きているとい

うふうに思いますので、市議会議員の皆さん、ぜ

ひお考えいただけたらと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

●荒井勇雄委員  参考人の皆様、本日は大変お

忙しい中、ご多忙の中、お集まりいただきまし

て、心から感謝を申し上げます。 

 １点、私から札幌市内における企業の皆様方の

影響についてという観点から、質問させていただ

きたい、このように思います。 

 この分野において高い知見をお持ちの専門家で

あります、また市営企業調査審議会の委員でもあ

られます白崎参考人へご質問させていただきま
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す。 

 本市の下水道水道料金体系は、排出量が増える

ほど単価が高くなる逓増制を採用していること、

そして今回の改定では、大量使用者に頼らない安

定した経営を目指すため、その逓増度を引き下げ

ることは理解させていただきました。 

 使用料単価について、排出量が増加するほど、

改定率が逓減するよう設定されておりますが、大

量使用者にとっては、増加率はやはり大きな負担

になると考えられます。 

 例えば、月に5,000立方メートルを使用する事

業者でありますと増加額は20万円弱、18万2,000

円程度となりまして、年間で計算しますと200万

円を超えるものというふうに把握させていただい

ております。 

 先ほど吉田参考人からもご説明がありました

が、下水サーベイランスですとか、ＡＩを利用し

たインフラの建設ＤＸ等を利用したインフラの維

持という面で、コストがかかるというのは大いに

理解しております。また、札幌市は全国的にも下

水の使用料が安いということも理解しておりま

す。 

 その上で、ちょっと話は変わるんですけれど

も、私、昨日東京に行ってまいりまして、経済財

政諮問会議のメンバーのエコノミストの方からお

話を伺いしました。ちょっとお話がリンクすると

ころがあったので、それを踏まえて質問に移らせ

ていただきたいんですけれども、先ほど白崎参考

人から、札幌市は経営努力を行っておりまして、

人材が683人から459人まで減らされたということ

で、人件費の49％減を達成したということだった

んですけれども、経済財政諮問会議のメンバーの

方がお話しされたのが、今回の株高ですね。原因

として、今の日本経済を見たときに、実際のコス

トカット型の経営だということがお話をされてい

ました。やはり経営の状況からして健全ではない

というようなお話がありまして、先ほどの白崎参

考人がおっしゃられた人件費を下げるですとか、

カットするという面に関しては、やはりうちの会

派としましては、健全な経営に努めていただきた

いと思いまして、今回の値上げに関しましては賛

成する立場なんですけれども、一方で、先ほど申

し上げたとおり、年間約200万円を超える支出が

増えるということに関しては、事業者にとっては

小さくない負担でありまして、経営に直結するよ

うな事態になりかねないと考えております。 

 具体的には、この負担増がきっかけで経営が悪

化し、倒産に至ったというケースも今後起きかね

ないのではないかというのが一点、不安に思って

いるところではございます。 

 そこで質問です。市営企業調査審議会におい

て、事業者の負担増についてはどのような議論が

なされたのかをお伺いしたいと思います。 

●白崎伸隆参考人  審議会のほうで事業者の負

担増について、どのような議論が行われたかとい

うようなご質問につきまして、回答させていただ

きます。 

 審議会では、節水技術の進展などによって業務

用は排出量、件数ともに減少しており、業務用の

使用料収入は、前回の改定時の平成９年度では

126億円であったものが、令和５年度では88億円

となっておりまして、38億円減少するなど、下水

道事業の経営に大きな影響を与えているとの説明

があったところでございます。 

 そこで逓増度を引下げ、大容量使用者への依存

割合を下げることが経営の安定につながるものと

認識しております。これによって、大容量使用者

の改定率は、平均改定率を下回ることとなります

ので、この点につきましては審議委員の異論はな

かったところでございます。 

 その一方で、逓増度の引下げは少量使用者の負

担増を伴うことから、答申では少量使用者への配

慮が提言されたものでございます。 

 広く市民にご負担いただくという観点から、少

量使用者に一定程度のご負担をお願いしつつ、大

容量使用者においては改定率が抑えられることか
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ら、全体のバランスが考慮された使用料体系と受

け止めているところでございます。 

●村山拓司委員長  ほかに質問はございません

か。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●村山拓司委員長  なければ、参考人に対する

質問を終了いたします。 

 最後に、聴聞会の終了に当たりまして、一言、

ご挨拶を申し上げます。 

 本日は、参考人の皆様のおかげで、大変有意義

な聴聞会になりましたことに感謝を申し上げま

す。 

 お話しいただいた貴重なご意見につきまして

は、今後の審査において十分参考にさせていただ

き、市民の皆様の負託に応えてまいりたいと思い

ます。本日は誠にありがとうございました。 

 以上で、札幌市下水道条例の一部改正に関する

聴聞会を終了いたします。 

 次回は、明日、12月９日火曜日午後１時から、

第一特別委員会会議室において、理事者に対する

質疑及び討論、採決を行いますので、定刻までに

ご参集ください。 

 本日はこれをもちまして散会いたします。 

    ―――――――――――――― 

      散 会 午後２時18分 


